
江田島市こどもの居場所づくり 事業助成金交付要綱  

令和７年 ５月１６ 日  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、こどもの健やかな成長又は幸せな状態の向上

に 資 す る た め の 環 境 整 備 を 図 る こ と に よ り 、 こ ど も の 居 場 所 づ

く り を 推 進 す る 活 動 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 江 田 島 市 こ ど も の

居 場 所 づ く り 事 業 助 成 金 （ 以 下 「 助 成 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す

る こ と に つ い て 、 江 田 島 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ６ 年 江 田

島 市 規 則 第 ５ ０ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る

ものとする。  

（助成対象活動）  

第２条  助成金 の 交付の対象となる活動（以下「助成対象活動」と

い う 。 ） は 、 食 事 、 学 習 、 交 流 等 の 場 を 提 供 す る こ と に よ り 、

こ ど も 及 び 地 域 の 大 人 が 気 軽 に 立 ち 寄 り 、 こ ど も が 安 心 し て 過

ご す こ と が で き る 居 場 所 づ く り を 行 う 活 動 で あ っ て 、 次 に 掲 げ

る要件を全て満たすものとする。  

(１ )  江田島市内で開催されること。  

(２ )  次に掲げるいずれかの活動を行うこと。  

  ア  こどもへの無料又は安価な食事（おやつ等の軽食を含む。）

の提供  

  イ  学習の支援  

  ウ  健全な遊び又は体験の提供  

  エ  その他こどもを中心として参加者同士がコミュニケーショ

ンを図る場づくり  

(３ )  公序良俗に反しないこと。  

(４ )  宗 教 活 動 、 政 治 活 動 又 は 営 利 を 目 的 と し た 活 動 で は な い

こと。  

(５ )  ２か月に１回以上開催すること。  

(６ )  １回の開催につき、１８ 歳未満のこども が ３人以上参加 し

ていること。  



(７ )  居場所を必要とするこどもを広く受け入れること。  

(８ )  活 動 の 実 施 中 、 帰 宅 時 等 に お い て 、 利 用 者 の 安 全 管 理 に

十分配慮すること。  

(９ )  常に衛生面に配慮した運営に努めること。  

（助成対象者）  

第３条  助成金を申請することができる者（以下「助成対象者」と

い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 全 て 満 た す 団 体 又 は 個 人 と す る 。  

(１ )  助 成 対 象 活 動 に つ い て 明 朗 な 会 計 及 び 経 理 を 実 施 し 、 そ

の報告を行うことができること。  

(２ )  継 続 的 か つ 安 定 的 に 助 成 対 象 活 動 を 行 う こ と が で き る こ

と。  

(３ )  江 田 島 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ３ 年 江 田 島 市 条 例 第 １

号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 の 暴 力 団 、 同 条 第 ２ 号 の 暴 力 団 員 、 同 条

第 ３ 号 の 暴 力 団 員 等 又 は こ れ ら の 団 体 若 し く は 者 と 不 適 切

な関係を有していないこと。  

(４ )  宗 教 活 動 、 政 治 活 動 又 は 営 利 を 目 的 と し た 団 体 又 は 個 人

でないこと。  

(５ )  開 設 時 に は 常 駐 す る 責 任 者 を 配 置 す る と と も に 、 責 任 者

とは別にスタッフを配置 できる こと。  

（助成対象経費）  

第４条  助成金の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）

は 、 当 該 年 度 の ４ 月 １ 日 か ら 翌 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 支 出 す る

経 費 で あ っ て 、 助 成 対 象 活 動 の 実 施 に 要 す る も の の う ち 、 別 表

に掲げるものとする。  

２  助成対象経費に対して助成金以外の他の補助金、交付金等を受

け て い る 場 合 は 、 助 成 対 象 経 費 か ら 当 該 補 助 金 、 交 付 金 等 の 額

を差し引くものとする。  

（交付額）  

第５条  助成金の交付額は、次表に掲げるとおりとする。  

 



区分  内容  助成率  
１団体又は １個 人  

当たりの上限額  

開設費  助 成 対 象 活 動 の

開設に係る経費  

助 成 対 象 経 費 に

１ ０ ／ １ ０ を 乗

じた額  

１００ ,０００円  

運営費  助 成 対 象 活 動 の

運営に係る経費  

助 成 対 象 経 費 に

１ ０ ／ １ ０ を 乗

じた額  

５０ ,０００円  

２  開設費については、助成対象活動の開始年度に限り助成対象と

する。  

３  開設年度に運営費が発生する場合は、開設費及び運営費を交付

できるものとする。  

（応募申請）  

第６条  助成金の交付を受けようとする助成対象者は、指定する期

日 ま で に 、 江 田 島 市 こ ど も の 居 場 所 づ く り 事 業 助 成 金 応 募 申 請

書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な

ければならない。  

(１ )  実施計画書  

(２ )  収支予算書  

(３ )  前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（応募に係る採択等）  

第７条  市長は、前条の規定による応募申請を受けた場合は、書類

審 査 及 び 現 地 確 認 を 行 い 、 採 択 の 有 無 を 決 定 し 、 江 田 島 市 こ ど

も の 居 場 所 づ く り 事 業 助 成 金 採 択 ・ 不 採 択 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）

により、当該助成対象者に通知するものとする。  

（交付申請）  

第８条  前条の規定により助成金の採択を受けた助成対象者（以下

「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 江 田 島 市 こ ど も の 居 場 所 づ く り 事 業

助 成 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、

市長に提出しなければならない。  



 (１ )  誓約書兼同意 書  

(２ )  前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（交付決定等）  

第９条  市長は 、 前条の規定による交付申請を受けた場合は、その

内 容 を 審 査 の 上 、 交 付 の 可 否 を 決 定 し 、 江 田 島 市 こ ど も の 居 場

所 づ く り 事 業 助 成 金 交 付 ・ 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に

より、申請者に通知するものとする。  

（活動内容の変更等）  

第１０条  助成金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う 。 ） は 、 交 付 決 定 を 受 け た 活 動 内 容 を 変 更 す る 場 合 は 、 江 田

島 市 こ ど も の 居 場 所 づ く り 事 業 助 成 金 変 更 交 付 申 請 書 （ 様 式 第

５ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 活 動 の 目 的

達 成 の た め 、 又 は 活 動 の 目 的 に 影 響 を 及 ぼ さ な い 範 囲 内 に お い

て 、 総 活 動 費 の 増 減 を 伴 わ な い 経 費 配 分 の 変 更 、 よ り 効 果 的 に

活 動 を 実 施 す る た め の 活 動 内 容 の 細 部 の 変 更 そ の 他 の 軽 微 な 変

更を除く。  

２  市長は、前項の規定による変更 交付申請を受けた場合は、その

内 容 を 審 査 の 上 、 変 更 の 可 否 を 決 定 し 、 江 田 島 市 こ ど も の 居 場

所 づ く り 事 業 助 成 金 変 更 交 付 ・ 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ）

により、交付決定者に通知するものとする。  

３  交付決定者は、交付決定を受けた活動 を中止し、又は廃止しよ

う と す る 場 合 は 、 江 田 島 市 こ ど も の 居 場 所 づ く り 事 業 助 成 活 動

中 止 ・ 廃 止 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば

ならない。  

４  市長は、前項の規定による中止・廃止承認申請を受けた場合は、

そ の 内 容 を 審 査 の 上 、 中 止 又 は 廃 止 の 可 否 を 決 定 し 、 江 田 島 市

こ ど も の 居 場 所 づ く り 事 業 助 成 活 動 中 止 ・ 廃 止 承 認 ・ 不 承 認 決

定 通 知 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に よ り 、 交 付 決 定 者 に 通 知 す る も の と

する。  

（実績報告）  



第１１条  交付決定者は、 交付決定を受けた活動の完了後３０日以

内 又 は 交 付 決 定 が あ っ た 日 の 属 す る 市 の 会 計 年 度 の 翌 年 度 の ４

月 １ ０ 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 、 江 田 島 市 こ ど も の 居 場 所 づ

く り 事 業 助 成 金 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を

添えて、市長に提出しなければならない。  

(１ )  実施状況報告書  

(２ )  収支決算書  

(３ )  領 収 書 な ど の 交 付 決 定 を 受 け た 活 動 の 実 施 に 要 し た 経 費

を支払ったことを証する書類の写し  

(４ )  交付決定を受けた活動 の実施状況が分かる資料  

(５ )  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（額の確定）  

第１２条  市長は、前条の規定による実績報告を受け、助成対象活

動 が 適 切 に 行 わ れ た と 認 め た 場 合 、 交 付 す べ き 助 成 金 の 額 を 確

定 し 、 江 田 島 市 こ ど も の 居 場 所 づ く り 事 業 助 成 金 交 付 額 確 定 通

知 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ） に よ り 、 交 付 決 定 者 に 通 知 す る も の と す

る。  

（請求等）  

第１３条  前条の規定による額の確定を受けた交付決定者は、助成

金 の 交 付 を 受 け る た め 、 江 田 島 市 こ ど も の 居 場 所 づ く り 事 業 助

成 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 １ １ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

ない。  

２  市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、速やかに助成

金を交付するものとする。  

（概算払）  

第１４条  市長は、助成対象活動の実施上、必要と認める場合は、

助成金の全部又は一部を概算払することができる。  

（交付決定の取消し等）  

第１５条  市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場

合 は 、 助 成 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き



る。  

(１ )  偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合  

(２ )  交付の目的以外の目的に助成金を使用した場合  

(３ )  この要綱の規定に違反した場合  

２  市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合

に お い て 、 当 該 取 消 し に 係 る 部 分 に 関 し 、 既 に 助 成 金 が 交 付 さ

れ て い る と き は 、 期 限 を 定 め て 、 交 付 し た 助 成 金 の 全 額 又 は 一

部の返還を命ずるものとする。  

（備品の管理）  

第１６条  交付決定者は、助成金により整備した備品について、備

品管理簿を整備し、適切に管理しなければならない。  

（関係書類の整備）  

第１７条  交付決定者は 、助成対象活動に係る収入及び支出を明ら

か に し た 書 類 を 整 備 し 、 助 成 対 象 活 動 が 完 了 し た 日 の 属 す る 年

度の翌年度から５年間保管しなければならない。  

（調査等）  

第１８条  市長は、必要があると認めるときは、助成金の使途等に

関して調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。  

（その他）  

第１９条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別

に定める。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ５ 月 １ ６ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ７ 年 度 予 算

に係る助成金から適用する。  

 

  



別表（第４条関係）  

区分  費目  主な内容  

開設費  修 繕 費 又 は

工事請負費  

建 物 の 修 繕 又 は 改 修 に 係 る 費 用 （ 助 成

対 象 活 動 の 実 施 に 最 低 限 必 要 な 改 修 に

限 る 。 建 物 の 躯
く

体 の 変 更 を 伴 う な ど 、

大規模な増改築は、対象外とする。）  

備 品 等 購 入

費  

助 成 対 象 活 動 の 実 施 に 当 た っ て 必 要 な

備品及び物品の購入費用  

(１ )  必 要 と 認 め ら れ る 書 籍 類 及 び 遊

具類  

(２ )  食 器 類 、 机 、 い す 、 棚 、 カ ー ペ

ット等の什器類  

(３ )  調 理 に 要 す る 鍋 、 フ ラ イ パ ン 等

の器具  

(４ )  冷 蔵 庫 、 電 子 レ ン ジ 、 ポ ッ ト 等

の家電類  

運営費  食材費  食料品の購入費  

消耗品費  食 器 、 衛 生 品 、 学 習 用 品 、 絵 本 等 の 購

入費  

謝礼金  学 習 支 援 、 イ ベ ン ト 、 体 験 活 動 等 を 行

う ス タ ッ フ へ の 謝 礼 金 （ １ 人 １ 回 １ ,０

００円を上限とする。）  

使 用 料 ・ 賃

借料  

開催場所 の使用料又は賃借料  

光熱水費  開催場所 の光熱水費  

保険料  傷害、賠償責任等の保険料  

印刷費  チ ラ シ 、 ポ ス タ ー 、 パ ン フ レ ッ ト 等 の

印刷費  

通信費  連絡に要する送料  



修繕費  備品及び 開催場所 の修繕費  

手数料  食 品 衛 生 責 任 者 養 成 講 習 会 の 受 講 料 及

び振込手数料  

 

 


